
首都圏中央連絡自動車道　谷田川高架橋（鋼上部工）工事

番号 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　　　答

1
設計図面　架設計画図（参考
図）

222/244のステップ５における⑩の桁は、新都市中央通り線側から架設を
行わなければならないと判断しますがその際に大きなクレーンが必要と
なった場合、協議対象となりますでしょうか。また、新都市中央通り線の規
制回数を増やすことは可能でしょうか。

架設計画図は参考であり、架設計画については受注者に任意性のあるも
ののため、変更協議の対象とはなりません。
ただし、設計図書に示す条件に変更があった場合は変更協議の対象となり
ます。
規制回数については、貴社の施工計画に基づきお考えください。

2
設計図面　架設計画図（参考
図）

223/244のステップ５における⑫の桁は、新都市中央通り線側から架設を
行わなければならないと判断しますがその際に大きなクレーンが必要と
なった場合、協議対象となりますでしょうか。また、新都市中央通り線の規
制回数を増やすことは可能でしょうか。

架設計画図は参考であり、架設計画については受注者に任意性のあるも
ののため、変更協議の対象とはなりません。
ただし、設計図書に示す条件に変更があった場合は変更協議の対象となり
ます。
規制回数については、貴社の施工計画に基づきお考えください。

3
設計図面　架設計画図（参考
図）

224/244の桁架設は、50ｔ吊ラフテレーンクレーンとなっており能力不足と思
われますが大きなクレーンが必要となった場合、協議対象となりますでしょ
うか。

224/244の架設計画図は合成床版架設の計画図となります。
なお、架設計画図は参考であり、架設計画については受注者に任意性の
あるもののため、変更協議の対象とはなりません。
ただし、設計図書に示す条件に変更があった場合は変更協議の対象となり
ます。

4
設計図面　架設計画図（参考
図）

225/244のステップ２でB30~B31間の桁地組を行っていますが、規制帯の中
で地組主桁溶接は可能でしょうか。
地組主桁溶接が不可能の場合、PD7とB10の間に、開先調整用のベントが
必要となりますが協議対象となりますでしょうか。
また地組主桁溶接となった場合の地組主桁溶接期間、160ｔトラッククレーン
の現場待機費用は協議対象でしょうか。

規制帯の中で地組主桁溶接は可能です。
溶接期間、クレーンの待機費用等については、貴社の施工計画に基づきお
考えください。

5
設計図面　架設計画図（参考
図）

226/244のステップ5でB31~B32間の桁地組を行っていますが、規制帯の中
で地組主桁溶接は可能でしょうか。

規制帯の中で地組主桁溶接は可能です。
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番号 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　　　答

6
設計図面　架設計画図（参考
図）

226/244のステップ6及び側面図で400ｔ吊オールテレーンクレーンによる
PB8側ブロック桁架設と記述されていますが、227/244の都市中央通り上ブ
ロック重量表では一括架設重量31.0ｔなっていることから、一括架設の歩掛
採用とした場合に協議対象となりますでしょうか。

架設計画図は参考であり、架設計画については受注者に任意性のあるも
ののため、変更協議の対象とはなりません。
ただし、設計図書に示す条件に変更があった場合は変更協議の対象となり
ます。

7
設計図面　架設計画図（参考
図）

229/244のB44~B45の②③桁がブロック架設となっていますが、送電線が
あるため不自然に吊角度が小さく、吊り代も少ないため安全に架設できな
いものと考えられます。安全のため架設工法を変更した場合（例えばPD11
に斜ベントを設置し、②③をブロック架設では無く単材架設に変更）、協議
対象となりますでしょうか。

架設計画図は参考であり、架設計画については受注者に任意性のあるも
ののため、変更協議の対象とはなりません。
ただし、設計図書に示す条件に変更があった場合は変更協議の対象となり
ます。

8
設計図面　架設計画図（参考
図）

230/244の①~③桁および、⑬~⑭桁が一括架設と表記してありますが、一
括架設の歩掛を採用されてますでしょうか。
また一括架設の歩掛を採用されてない場合、協議対象となりますでしょう
か。

積算の内容に関する質問にはお答えできません。


